
船舶事故調査報告書 

平成２８年９月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年４月２日 ０５時００分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保市庵
いおり

埼東方沖 

 佐世保港弁天島灯台から真方位１７８°３,４５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０６.９′ 東経１２９°４３.０′） 

事故の概要  引船東進
とうしん

丸は、台船港湾
こうわん

２０号をえい
．．

航して西南西進中、また、漁

船吉
よし

栄
えい

丸及び漁獲物運搬船くろしおは、接舷した状態で漂泊中、港湾

２０号とくろしおとが衝突した。 

 くろしおは、左舷船首部外板の亀裂等を生じ、吉栄丸は、左舷船首

部ビットに割損を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年５月１３日、調査を担当する主管調査官（長崎事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 東進丸、１９トン 

   ２９２－４０７３２長崎、佐世保港湾運輸株式会社 

Ｂ 台船 港湾２０号、約４１７トン 

   なし、佐世保港湾運輸株式会社 

Ｃ 漁船 吉栄丸、１５トン 

   ＮＳ２－２４０５８（漁船登録番号）、株式会社吉永 

Ｄ 漁獲物運搬船 くろしお、全長約２１ｍ 

   なし、株式会社吉永 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船首部ビットに割損 

Ｄ 左舷船首部外板に亀裂を伴う凹損、右舷船尾部ビットに折損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

月出時刻：０２時１１分ごろ（月齢 ２３日） 

 事故の経過  Ａ船は、Ｂ船をえい
．．

航して法定灯火を表示し、船長Ａが船橋当直に

つき、約７ノットの対地速力で手動操舵により西南西進した。 

 船長Ａは、左舷方の米軍艦船及び大型貨物船の明かりに注意を向け

て航行していたところ、右舷船首方至近にＤ船を認めた。 

 Ｃ船は、Ｄ船を左舷側に横抱きにし、機関を中立運転として、船首



を南方に向けて漂泊していた。 

 船長Ｃは、左舷方から接近してくるＡ船引船列の灯火を視認し、前

方を安全に通過していくものと思い、漂泊を続けていたところ、Ｂ船

の右舷側がＤ船の左舷船首部に衝突したものの、Ａ船引船列が立ち去

ったので、Ｃ船で追跡し、船長Ａに衝突の事実を告げた。 

 Ｃ船は、マスト灯、舷灯及び船尾灯を、Ｄ船は、赤色及び青色の点

滅灯をそれぞれ表示していた。 

分析 

 

 Ａ船引船列は、船長Ａが、左舷方にいた船舶の明かりに注意を向

け、船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、Ｃ船及びＤ

船に気付かなかったものと考えられる。 

 Ｃ船は、船長Ｃが、左舷方から接近してくるＡ船引船列の灯火を認

めたものの、Ｃ船及びＤ船の船首方を安全に通過していくものと思

い、見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船引船列が衝突の

おそれのある態勢で接近してくることに気付かずに漂泊を続けたもの

と考えられる。 

原因  本事故は、夜間、船長Ａが、左舷方にいた船舶の明かりに注意を向

け、船首方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｃが、Ａ船引

船列に対する見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、常時適切な見張りを行うこと。 

 


